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梨
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梨
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す
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梨
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す
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梨
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梨
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す
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…
二

○
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
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三

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
四
十
四
号

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
三
の
一
の
表
位
置
の
欄
中
「
塩
山
市
」
を
「
甲
州
市
」
に
、「
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
」
を

「
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
二
の
表
位
置
の
欄
中
「
塩
山
市
」
を
「
甲
州
市
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
位
置
の
欄
中
「
中
巨
摩
郡
田
富
町
」
を
「
中
央
市
」
に
、「
東
八
代
郡
中
道
町
」
を
「
甲

府
市
」
に
、「
中
巨
摩
郡
玉
穂
町
」
を
「
中
央
市
」
に
、「
塩
山
市
」
を
「
甲
州
市
」
に
、「
西
八
代
郡

市
川
大
門
町
」
を
「
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
位
置
の
欄
中
「
東
山
梨
郡
勝
沼
町
」
を
「
甲
州
市
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

一

別
表
第
三
の
一
の
表
の
改
正
規
定
（
「
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
」
を
「
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）
及
び
別
表
第
五
の
改
正
規
定
（
「
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
」
を
「
西

八
代
郡
市
川
三
郷
町
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）

平
成
十
七
年
十
月
一
日

二

別
表
第
三
の
一
の
表
の
改
正
規
定
（「
塩
山
市
」
を
「
甲
州
市
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、

別
表
第
三
の
二
の
表
の
改
正
規
定
、
別
表
第
五
の
改
正
規
定
（「
塩
山
市
」
を
「
甲
州
市
」
に
改

め
る
部
分
に
限
る
。）
及
び
別
表
第
七
の
改
正
規
定
　
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

三

別
表
第
五
の
改
正
規
定
（
「
中
巨
摩
郡
田
富
町
」
を
「
中
央
市
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
中
巨

摩
郡
玉
穂
町
」
を
「
中
央
市
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）

平
成
十
八
年
二
月
二
十
日

四

別
表
第
五
の
改
正
規
定
（
「
東
八
代
郡
中
道
町
」
を
「
甲
府
市
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）

平
成
十
八
年
三
月
一
日

山
梨
県
規
則
第
四
十
五
号

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
、
塩
山
市
」
を
削
り
、「
石
和
町
の
区
域
に
限
る
。）」
の
下
に
「
、

甲
州
市
（
平
成
十
七
年
十
月
三
十
一
日
に
お
け
る
塩
山
市
の
区
域
に
限
る
。）」
を
加
え
、「
市
川
大
門

町
」
を
「
市
川
三
郷
町
（
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
に
お
け
る
市
川
大
門
町
の
区
域
に
限
る
。）」
に
改

め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項

の
改
正
規
定
中
「
、
塩
山
市
」
を
削
る
部
分
及
び
「
石
和
町
の
区
域
に
限
る
。）」
の
下
に
「
、
甲
州
市

（
平
成
十
七
年
十
月
三
十
一
日
に
お
け
る
塩
山
市
の
区
域
に
限
る
。）」
を
加
え
る
部
分
は
、
平
成
十
七

年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
六
号

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
六
号
　
　
平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
七
年

七
月
十
二
日

号
外
第
三
十
六
号

火　曜　日



山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
、
玉
穂
町
、
昭
和
町
及
び
田
富
町
」
を
「
及
び
昭
和
町
」
に
、「
竜
王
、

竜
王
新
町
、
篠
原
、
富
竹
新
田
、
万
才
、
名
取
、
西
八
幡
、
玉
川
、
長
塚
、
大
下
条
、
中
下
条
、
島
上

条
、
天
狗
沢
、
大
久
保
、
境
、
牛
句
、
亀
沢
、
打
返
、
漆
戸
、
獅
子
平
、
上
菅
口
、
下
菅
口
、
安
寺
、

神
戸
、
下
福
沢
、
上
福
沢
、
下
芦
沢
、
上
芦
沢
、
吉
沢
及
び
千
田
並
び
に
」
を
「
竜
地
、
大
垈
、
団
子

新
居
、
菖
蒲
沢
、
下
今
井
、
岩
森
、
志
田
及
び
宇
津
谷
を
除
く
地
域
、」
に
改
め
、「
石
和
町
四
日
市
場
」

の
下
に
「
並
び
に
中
央
市
の
う
ち
木
原
、
高
部
、
浅
利
、
大
鳥
居
及
び
関
原
を
除
く
地
域
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
七
号

山
梨
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
の
表
中
「
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
」
を
「
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
八
号

山
梨
県
立
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
農
業
大
学
校
学
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
名
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
」
を
「
名
　
　
　
　
　
称

位
　
置
　
」
に
、「
中
巨
摩
郡
玉
穂
町
」
を
「
中
央
市
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
九
号

山
梨
県
水
防
信
号
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
水
防
信
号
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
水
防
信
号
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
中
「
昭
和
二
十
四
年
六
月
」
を
「
昭
和
二
十
四
年
」
に
、「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二

十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
五
十
号

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条
　
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
三
の
表
中
「
石
和
町
の
区
域
に
限
る
。
）
」
を
「
石
和
町
の
区
域
に
限
る
。
）

中
央

市
（
平
成
十
八
年
二
月
十
九
日
に
お
け
る
豊
富
村
の
区
域
を
除
く
。
）
」
に
、「
南
部
町
　
玉
穂
町

昭
和
町
　
田
富
町
」
を
「
南
部
町
　
昭
和
町
」
に
、「
塩
山
市
　
山
梨
市
」
を
「
山
梨
市
」
に
、

「
勝
沼
町
」
を
「
甲
州
市
（
平
成
十
七
年
十
月
三
十
一
日
に
お
け
る
大
和
村
の
区
域
を
除
く
。）」
に
、

「
中
道
町
　
豊
富
村
」
を
「
中
央
市
（
平
成
十
八
年
二
月
十
九
日
に
お
け
る
豊
富
村
の
区
域
に
限
る
。）

中
道
町
」
に
、「
三
珠
町
　
市
川
大
門
町
　
六
郷
町
」
を
「
市
川
三
郷
町
」
に
、「
大
和
村
」
を

「
甲
州
市
（
平
成
十
七
年
十
月
三
十
一
日
に
お
け
る
大
和
村
の
区
域
に
限
る
。）」
に
改
め
、「
及
び
武

川
村
の
区
域
」
の
下
に
「
並
び
に
平
成
十
八
年
三
月
十
四
日
に
お
け
る
小
淵
沢
町
の
区
域
」
を
加
え
、

「
小
淵
沢
町
」
を
「
北
杜
市
（
平
成
十
八
年
三
月
十
四
日
に
お
け
る
小
淵
沢
町
の
区
域
に
限
る
。）」

に
改
め
る
。

第
二
条
　
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
三
の
表
中
「
中
道
町
　
市
川
三
郷
町
」
を
「
市
川
三
郷
町
」
に
改
め
、
「
上
九
一
色
村

（
精
進
、
本
栖
及
び
富
士
ヶ
嶺
の
区
域
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
上
九
一
色
村
（
精
進
、
本
栖
及
び
富

士
ヶ
嶺
の
区
域
に
限
る
。）

身
延
町
」
を
「
身
延
町
」
に
改
め
る
。

附
　
則

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
六
号
　
　
平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

二



こ
の
規
則
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
第
五
条
の
三
の
表
の
改
正
規
定
（
「
三
珠
町
　
市
川
大
門
町
　
六
郷
町
」
を
「
市
川

三
郷
町
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）

平
成
十
七
年
十
月
一
日

二

第
一
条
中
第
五
条
の
三
の
表
の
改
正
規
定
（
「
塩
山
市
　
山
梨
市
」
を
「
山
梨
市
」
に
改
め
る

部
分
、「
勝
沼
町
」
を
「
甲
州
市
（
平
成
十
七
年
十
月
三
十
一
日
に
お
け
る
大
和
村
の
区
域
を
除

く
。）」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
大
和
村
」
を
「
甲
州
市
（
平
成
十
七
年
十
月
三
十
一
日
に
お
け
る

大
和
村
の
区
域
に
限
る
。）」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

三

第
一
条
中
第
五
条
の
三
の
表
の
改
正
規
定
（
「
石
和
町
の
区
域
に
限
る
。）」
を
「
石
和
町
の
区

域
に
限
る
。）

中
央
市
（
平
成
十
八
年
二
月
十
九
日
に
お
け
る
豊
富
村
の
区
域
を
除
く
。）」
に

改
め
る
部
分
、
「
南
部
町
　
玉
穂
町
　
昭
和
町
　
田
富
町
」
を
「
南
部
町
　
昭
和
町
」
に
改
め
る

部
分
及
び
「
中
道
町
　
豊
富
村
」
を
「
中
央
市
（
平
成
十
八
年
二
月
十
九
日
に
お
け
る
豊
富
村
の

区
域
に
限
る
。）

中
道
町
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）

平
成
十
八
年
二
月
二
十
日

四
　
第
二
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
三
月
一
日

五
　
そ
の
他
の
規
定
　
平
成
十
八
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
規
則
第
五
十
一
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条
　
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
百
七
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
百
七
十
九
　
削
除

別
表
第
三
百
五
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
百
五
十
七
　
削
除

別
表
第
五
百
三
十
九
号
の
三
の
次
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

五
百
三
十
九
の
四
　
放
置
車
両
の
確
認
等
に
係
る
登
録
手
数
料

五
百
三
十
九
の
五
　
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
交
付
手
数
料

五
百
三
十
九
の
六
　
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
手
数
料

五
百
三
十
九
の
七
　
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
手
数
料

五
百
三
十
九
の
八
　
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
書
換
え
交
付
手
数
料

五
百
三
十
九
の
九
　
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
再
交
付
手
数
料

第
二
条
　
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
百
二
十
三
号
の
次
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

五
百
二
十
三
の
二
　
放
置
車
両
の
確
認
等
に
係
る
登
録
手
数
料

五
百
二
十
三
の
三
　
放
置
車
両
の
確
認
等
に
係
る
登
録
更
新
手
数
料

五
百
二
十
三
の
四
　
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
交
付
手
数
料

五
百
二
十
三
の
五
　
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
手
数
料

五
百
二
十
三
の
六
　
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
手
数
料

五
百
二
十
三
の
七
　
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
書
換
え
交
付
手
数
料

五
百
二
十
三
の
八
　
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
再
交
付
手
数
料

別
表
第
五
百
三
十
九
号
の
四
か
ら
第
五
百
三
十
九
号
の
九
ま
で
を
削
る
。

附
　
則

第
一
条
の
規
定
は
平
成
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
六
号
　
　
平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
六
号
　
　
平
成
十
七
年
七
月
十
二
日

四


